
1.賃金日額・基本手当日額の変更
　基本手当の日額とは、賃金日額（原則として離
職前 6カ月間に支払われた賃金額を180で除した
額）に50～80％（離職時の年齢が60～64歳の場合
は45～80％）の間で決定された給付率を乗じて得
た額をいう。この給付率の決定は、賃金日額が低
額な人ほど高く設定され、生活保護の観点から基
本手当日額が過度に低くならないような仕組みと
なっている。
　また、賃金日額には上限額と下限額がそれぞれ
設けられており、当該金額は「毎月勤労統計調査」
の平均給与額の増減に基づき、毎年 8月 1日に見

直される。これは景気等の影響による賃金額の増
減を賃金日額に反映するためのものであり、毎年
定期的に見直すことで、失業時の受給額である「基
本手当日額」の上限・下限も自動的に調整される
仕組みとなっている。
　今年は、令和 4年度の平均給与額が前年度に比
べて約1.6％上昇したこと等から、賃金日額の上限
額が引き上げとなり、それを受けて基本手当日額
の上限額も引き上げとなった［図表 1］。
　離職時年齢の賃金日額に応じた基本手当日額の
水準は、［図表 2］のとおりである。
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労働保険関係

令和 5 年 8 月 1 日以降の雇用保険における 
基本手当・雇用継続給付の支給限度額等の見直し内容

失業時に受ける雇用保険の基本手当は、離職者の賃金日額に基づき算定される。賃金日額には上
限額と下限額が設定されており、「毎月勤労統計調査」による平均給与額（毎月決まって支給す
る給与の年度による平均額）の増減により、 8 月 1 日に見直される仕組みとなっている。今年
は、令和 4年度の平均給与額が前年度に比べて約1.6％上昇したこと等から、賃金日額の上限額・
下限額とも引き上げとなった。本稿では賃金日額の見直しの内容と、それに伴う基本手当、高年
齢雇用継続給付等の雇用継続給付の支給限度額の変更について解説する。

雇用保険法第18条第 1 項及び第 2 項の規定に基づき同条第 4 項に規定する 
自動変更対象額を変更する件（令 5. 7.26　厚労告237）

雇用保険法第19条第 2 項の規定に基づき同条第 1 項第 1 号に規定する 
控除額を変更する件（令 5. 7.26　厚労告238）

雇用保険法第61条第 7 項の規定に基づき同条第 1 項第 2 号に規定する 
支給限度額を変更する件（令 5. 7.26　厚労告239）
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 �令和 5年 8月 1日以降の賃金日額と基本手当日額の上限額・下限額図表 1

 �令和 5年 8月 1日以降の離職時年齢の賃金日額に応じた�
基本手当日額の水準

図表 2

①上限額

離職時の年齢
賃金日額の上限額（円） 基本手当日額の上限額（円）

変　更　前 変　更　後 変　更　前 変更後（前年度増減）

29　歳　以　下 13,670 13,890  6,835  6,945 （＋110）

30　〜　44　歳 15,190 15,430  7,595  7,715 （＋120）

45　〜　59　〃 16,710 16,980  8,355  8,490 （＋135）

60　〜　64　〃 15,950 16,210  7,177  7,294 （＋117）

【例】�29歳で賃金日額が 1万7,000円の人は、上限額（ 1万3,890円）が適用されるため、令和 5年 8月 1日以降分の基本手
当日額（ 1日当たりの支給額）は6,945円となる。

②下限額

年　　　齢
賃金日額の下限額（円） 基本手当日額の下限額（円）

変　更　前 変　更　後 変　更　前 変更後（前年度増減）

全　　年　　齢  2,657  2,746  2,125  2,196 （＋ 71）

※基本手当日額の下限額は、年齢に関係なく2,196円になる。

資料出所：厚生労働省「雇用保険の基本手当日額が変更になります〜令和 5年 8月 1日から〜」（［図表 2］も同じ）

離職時の年齢 賃 金 日 額 給 付 率 基本手当日額

29歳以下
［注 1］

 2,746円以上 5,110円未満 80％ 2,196〜4,087円

 5,110円以上12,580円以下 80〜50％ 4,088〜6,290円

12,580円超13,890円以下 50％ 6,290〜6,945円

13,890円（上限額）超 ─ 6,945円（上限額）

30〜44歳

 2,746円以上 5,110円未満 80％ 2,196〜4,087円

 5,110円以上12,580円以下 80〜50％ 4,088〜6,290円

12,580円超15,430円以下 50％ 6,290〜7,715円

15,430円（上限額）超 ─ 7,715円（上限額）

45〜59歳

 2,746円以上 5,110円未満 80％ 2,196〜4,087円

 5,110円以上12,580円以下 80〜50％ 4,088〜6,290円

12,580円超16,980円以下 50％ 6,290〜8,490円

16,980円（上限額）超 ─ 8,490円（上限額）

60〜64歳

 2,746円以上 5,110円未満 80％ 2,196〜4,087円

 5,110円以上11,300円以下 80〜45％ 4,088〜5,085円

11,300円超16,210円以下 45％ 5,085〜7,294円

16,210円（上限額）超 ─ 7,294円（上限額）

［注］　1.�　離職時の年齢が65歳以上の者が高年齢求職者給付金を受給する場合も、こ
の区分を適用。

　　　2.�　下限額は離職時の年齢に関係なく一律（2,196円）、上限額は年齢区分に応
じて異なる。
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2.�失業期間中に収入を得た場合の基本手当の�
減額算定に関する控除額の変更

　失業の認定を受けている期間中に自己の労働※

によって収入を得た場合、その収入の 1 日分に相
当する額から控除額を控除した額と基本手当日額
との合計額が賃金日額の80％相当額を超えるとき、
その超える額の分だけ基本手当の日額は減額され
る［図表 3］。この控除額が令和 5年 8月 1日以降
1310円から1331円に引き上げられた。なお、自己
の労働によって得た収入だけで賃金日額の80％相
当額を超えるときは、基本手当は支給されない。
※ 自己の労働については、原則として 1 日 4時間未満の労

働が減額調整の対象となる。 1日の労働時間が 4 時間以

上となる場合、その日は就労したことになり、基本手当

の支給対象日に該当しない。

［失業期間中に収入を得た場合の基本手当の計算］
①不支給のケース
　 1 日の収入額－控除額（1,331円）≧賃金日額の
80％

②全額支給のケース
　基本手当日額＋ 1 日の収入額－控除額（1,331
円）≦賃金日額の80％
③減額支給のケース
　基本手当日額＋ 1 日の収入額－控除額（1,331
円）＞賃金日額の80％

＜例＞
　賃金日額7000円、基本手当の日額5068円の者
（60歳未満）が、失業の認定に係る期間（28日間）
中に、 2日間内職し、内職により6000円を得た場
合の認定期間（28日分）の基本手当の支給額
◎ 1日当たりの減額分は、
　｛（6,000円÷ 2 －1,331円）＋5,068円｝－7,000円×

80％＝1,137円
◎基本手当の日額は、
　5,068円×（28日－ 2 日）＋（5,068円－1,137円）×

2日＝139,630円

 �失業期間中に自己の労働による収入がある場合の基本手当の減額の算定に係る控除額図表 3

資料出所：�厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更�〜 8 月 1日（火）から実施〜」を一部改変（［図表 4］も
同じ）。

［注］　1.　「収入」＝「収入の 1日分に相当する額」－1,331円（令和 5年 8月 1日以降）
　　　2.　説明図中の「基本手当」とは「基本手当の日額」のことである。

※控除額とは、
　①�失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合、 1日当たりの収入から控除額を控除した額
と基本手当の日額との合計額が賃金日額の80％相当額を超えるとき、当該超える額の分だけ基本手当の日額
は減額される。

　②�上記収入から控除額を控除した額が賃金日額の80％相当額以上であるときは、基本手当は支給されない。
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3.�高年齢雇用継続給付、育児休業給付、出生時育児
休業給付、介護休業給付の支給限度額等の変更

　「毎月勤労統計調査」の平均給与額の増減を基に
した賃金日額の変更に伴い、令和 5年 8月 1日以
降の支給対象期間から、下記の雇用継続給付の支
給限度額も変更となる。

［ 1］高年齢雇用継続給付
⑴支給限度額、最低限度額
・�・�支給限度額　36万4595円➡37万452円
・�・�最低限度額　2125円➡2196円
　支給対象月に支払いを受けた賃金額が上記支給
限度額以上であるときは、高年齢雇用継続給付は
支給されない［図表 4］。
　また、支給対象月に支払いを受けた賃金額と高
年齢雇用継続給付として算定された額の合計が支
給限度額を超えるときは、「37万452円（支給限度
額）－（支給対象月に支払われた賃金額）」が支給額
となる。
　なお、高年齢雇用継続給付として算定された額
が、最低限度額である2196円を超えない場合は、
支給されない。

⑵�高年齢雇用継続給付の給付金の算定の基となる
60歳到達時等の賃金月額の上限額・下限額

・�・�上限額　47万8500円➡48万6300円
・�・�下限額　 7万9710円➡ 8万2380円

　60歳到達時の賃金が上記の上限額以上（下限額
未満）であるときは、賃金日額ではなく、上限額
（下限額）を用いて支給額が算定される。

［ 2］育児休業給付
・�・�支給限度額　　　　　　上限額
　①支給率67％　30万5319円➡31万143円
　②支給率50％　22万7850円➡23万1450円

［ 3］出生時育児休業給付
・�・�支給限度額　　上限額
　支給率67％　28万9466円

［ 4］介護休業給付
・�・�支給限度額　　上限額
　33万5871円➡34万1298円

4.実務への影響
　基本手当その他上記雇用継続給付の支給限度額
が引き上げとなったことで、令和 5年 8月 1日以降
の支給対象期間については、各給付の支給額が増
額となる場合がある。なお、この支給額の計算は
ハローワークが行うため、今回の変更を受けて、会
社側および受給者が別途手続きを行う必要はない。
　ただし、高年齢雇用継続給付の支給額を考慮し
て60歳以降の給与額を設定している会社では、給
与額の見直し等を要する場合がある。

 �高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額図表 4

※支給限度額とは、
　①�支給対象月に支払われた賃金の額が支給限度額以上であるときは、高年齢雇用継続給付は支給されない。
　②�支給対象月に支払われた賃金の額と高年齢雇用継続給付との合計額が支給限度額を超えるときは、
　　（支給限度額）－（支給対象月に支払われた賃金の額）
　─が高年齢雇用継続給付の支給額となる。

（例） 60歳到達時賃金額

賃金低下

賃金額＋（賃金額×本来の給付率）

支給限度額

支給対象月に支払われた賃金額

※　　の部分が高年齢雇用
　継続給付の支給額となる｡

不支給
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